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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生致しま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

2023年２月10日（取締役会決議日）

 

２．当該事象の内容

①支払補償費の計上

　感染管理事業の一部の商品について、需要予測が当初計画から大きく乖離することが当期に明らかになったことか

ら、需要の拡大に備えて発注した商品を途中でキャンセルするとともに、長期購入契約を中途解約しております。こ

れに伴い仕入先に発生した損害分相当の補償として、違約金を負担しております。このため、当第４四半期会計期間

において、支払補償費499百万円を特別損失に計上致しております。

 

②課徴金引当金繰入額の計上

　当社は、2022年１月20日及び同年４月15日において、消費者庁より、景品表示法に基づく措置命令を受領しまし

た。そのため、景品表示法第８条第１項の規定に照らすと、今後課徴金納付命令が発出される予定となります。課徴

金納付命令は本日時点で発出されておりませんが、当社が保有する取引金額等の情報に基づき、当第４四半期会計期

間において課徴金引当金繰入額607百万円を特別損失に計上致しております。

 

３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該事象により、2022年12月期第４四半期会計期間において、連結決算及び個別決算ともに、下記の通り特別損失

に計上しております。

 

〈連結〉

支払補償費　　　　　　　　　　　　　　499百万円

課徴金引当金繰入額　　　　　　　　　　607百万円

〈個別〉

支払補償費　　　　　　　　　　　　　　499百万円

課徴金引当金繰入額　　　　　　　　　　607百万円

 

以　上
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